
申請書類の押印を廃止・削減としました。
　2024年１月１日より、皆様よりご提出いただいている申請書類の押印を廃止・削減しました。
　最新の申請書類については、ハッピーパックホームページの「各種申請様式集」よりダウンロード可能です。
　これまでの申請用紙をそのまま押印せずにご提出いただくことも可能です。

【押印が廃止となる書類は、以下のとおりです。】
　１．会員資格登録届出書　　２．会員資格喪失届出書　　３．会員資格継続申出書（継続・復活）
　４．変更届（企業・会員）　　５．会員証再発行願　　　　６．会員証紛失届

【押印箇所を削減した書類は、以下のとおりです。】
　※個人印を廃止し、代表者印もしくは社印を押印いただくように変更しました。
　７．給付金請求書　　　　　８．入学祝金請求書　　　　９．卒業祝品請求書

【注意!!】
　給付金申請には申請期間があります（事実発生日から１年間）。期間内の申請をお願いします。

■■■■
■■■■

POINT①

月々の負担は800円～

POINT②

15歳～60歳まで
保険料が変わりません。

POINT③
怪我や事故での
入院も保障。

（５日以上の入院から保障）

基本プラン
15歳～60歳

加入コース

Aコース Bコース Cコース Dコース Eコース

病気死亡共済金 200万円 400万円 600万円 800万円 1,000万円

傷害死亡共済金 400万円 800万円 1,200万円 1,600万円 2,000万円

後遺障害共済金 20万～
400万円

40万～
800万円

60万～
1,200万円

80万～
1,600万円

100万～
2,000万円

傷害入院共済金 3,000円 6,000円 9,000円 12,000円 15,000円

掛金（年額） 9,600円 19,200円 28,800円 38,400円 48,000円

（１か月あたり） 800円 1,600円 2,400円 3,200円 4,000円

※1　60歳以上の方向けのコースもございます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
※2　この商品の共済掛金は、所得税控除（生命保険料控除）の対象とはなりません。
※3　この商品の共済掛金は、年額をまとめて指定口座にお振込みいただきます。
　　　（毎年、ご案内文書を送付させていただきます。）

お問い合わせ先（制度引受先） / 友愛共済協同組合　TEL：03-3634-7858
お問合受付時間 / 平日10：00～17：00

現在の保険内容を

見直してみませんか??

詳しくは、ホームページを

ご覧ください。

会員とその配偶者限定会員とその配偶者限定

「ハッピーパック生命共済」「ハッピーパック生命共済」が４月スタートしますが４月スタートします

（4） ハッピーパックニュース　2024年１月


